
令和 4 年度 国⼟交通省 眼科検診モデル事業 Q&A 
 
はじめに 
本モデル事業において質問等が寄せられることを予想し、もしくは実際の質問について、回
答しております。従いまして、この Q&A は更新されていくものであり、最新の Q＆A は⽇
付に紐づくものとご承知おきください。     令和 4 年 10 ⽉ 13 ⽇⼀部更新 
 
 
【【概要】】 
Q ア-1 【事業⽤⾃動⾞総合安全プラン 2025】とはなんですか 
 
A ア-1 国⼟交通省が策定した、⾏政・事業者・利⽤者の「安全トライアングル」により、
総⼒を挙げて事故の削減に取り組む、事業⽤⾃動⾞の安全プランのこと。計画期間は 2021
〜25 年まで。様々な重点的施策を実⾏し安全な輸送サービス提供の実現を⽬指します。 
事業⽤⾃動⾞総合安全プラン 2025 
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/news/anzenplan2025.html 

 
Q ア-2 【安全プラン 2025】と眼科の関係は？ 
 
A ア-2 重点的施策に含まれる「⾼齢者運転対策」と「健康に起因する事故の増加への対応」
の共通項として着⽬されたのが、視機能低下です。特に、視野障害に起因する事故の発⽣が
重要課題として指摘され、視野検査等の眼科検診の必要性が議論されています。 
 
Q ア-3 ⾼齢者運転対策とは？ 
 
A ア-3 認知症対策が多くを占めるものの、緑内障による視野障害と運転リスクの周知、視
野検査の受診等の推奨等が国の施策として記載されています。眼科での視野検査、スクリー
ニングによる早期発⾒と、その後の加療については下記の URL をご確認ください。 
   https://www.mlit.go.jp/common/001445899.pdf  p2、p21-25 参照 
 
Q ア-4 健康に起因する事故の増加への対応―健康起因事故防⽌対策の推進とは？ 
 
A ア-4 事業者⽤⾃動⾞（トラック、バス、タクシー等）の健康状態に起因する事故の防⽌
を図るため、事故要因の分析や事業者による運転者の健康管理の取組の推進に向けた調査、
特に視野障害を引き起こす疾病の早期発⾒による事故防⽌に向けた調査を⾏うものとされ



ています。

Q ア-5 ⾃動⾞運送事業に係る視野障害対策には何があるのですか？

A ア-5  ひとつは、視野障害対策マニュアルの策定です。もうひとつが眼科検診普及に向け
たモデル事業の実施です。今回、後者のモデル事業について、国⼟交通省から⽇本眼科医会
に協⼒依頼がありました。
眼科検診への積極的な取組を希望する事業者の中からモニター事業者を選定し、モニター
事業者の運転者が検診を受け、視野障害、治療、勤務状況、事故等の調査・分析をします。 
https://www.mlit.go.jp/common/001445899.pdf p21-25 参照
眼科検診普及促進のためのモデル事業の実施（国交省令和 4 年度予算）
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001422067.pdf p19 参照
なお、視野障害対策マニュアルもすでに公開されており、運⽤が開始されています。

【【⼿順等】】
Q イ-1 【眼科検診普及に向けたモデル事業】の概略とは？

A イ-1  今年度において、バス、トラック、タクシー業界の選定された事業者から合計 1000
名が選ばれ、以下の眼科検診 3 項⽬、視⼒検査、眼圧検査、無散瞳眼底検査のため眼科受診
となります。この 3 項⽬のみが⼀次検診として『保険診療適⽤外』で⾏います。

Q イ-2 【眼科検診普及に向けたモデル事業】の⼿順を教えてください。

A イ-2  本モデル事業による検診希望の⽅は、「眼科検診結果聴取フォーマット」を眼科に
持参されます。受付で、本モデル事業による⼀次検診は『保険診療適⽤外』であり、消費税
込みで 6050 円であると説明し、了解をとります。その他は、それぞれ⾃院の受付の流れに
あわせて下さい。
裸眼の視⼒検査を⾏います。視⼒検査は眼鏡装⽤可、CL 装⽤のままでもかまいません。眼
圧を測定し、無散瞳にて眼底を観察します。

Q イ-3 視⼒を測り、眼圧を測り、無散瞳眼底カメラ撮影まで⾏って会計まで済ませまし
た。医師とは直接顔を合わせていませんが。

Ａイ-3 ⼈間ドックでは眼底を撮影しますが、その場での眼科医による眼底検査は、ほとん
どないのが実情です。この事業も同じかもしれませんが、検診を受ける個⼈の⼼象を鑑みて
医師⾃⾝でも眼底検査を⾏い、できればご説明いただきますようにお願いしております。



 
 
Ｑイ-4 緊急性のある眼疾患であるとわかった場合は？ 
 
A イ-4 疾病の検査、診断、治療を優先させてください。その際,患者さんに保険診療費が
追加でかかることを説明し,了解をもらってください。 
 
Q イ-5 眼底が良く⾒えません。散瞳薬を使⽤したいのですが。 
 
A イ-5 無散瞳眼底検査ですので、⼩瞳孔、⽩内障が強い場合などでも散瞳薬の使⽤は、原
則お控えください。フォーマットの番号のうち、①ないし②を選択し、コメント記⼊欄に「眼
底観察困難により判定不能。⼆次検査が必要、等ご記⼊ください。 
 
Q イ-6 眼底写真を撮影する理由は何ですか？ 
 
A イ-6 客観的記録を残しておく意味で無散瞳眼底カメラ撮影をすることは、眼底所⾒の異
常を確認する上でも有⽤です。広⾓眼底カメラ撮影も同様です。可能な限り無散瞳眼底カメ
ラでの撮影をお願いします。ただし、検査料の積み上げはお控えください。 
 
Q イ-7 視⼒検査は今回、裸眼・眼鏡での視⼒となりますが、裸眼視⼒ 1.0 未満を異常とす
るのでしょうか、普通もしくは⼤型・⼆種免許（⽚眼 0.5 以上、両眼で 0.8 以上）の基準と
するのでしょうか。 
 
A イ-7 免許の種類と視⼒については、下記⼤阪府警のサイトをご覧ください。事業⽤⾃動
⾞運転者のうち、 
① バス、タクシー、ハイヤーの運転者 
第⼆種免許が必要となりますので、その条件『左右それぞれの視⼒が 0.5 以上で、両眼の視
⼒が 0.8 以上あること。(眼鏡等による矯正でも可)(注意)左または右のいずれかの視⼒が 0.5
以下の場合は第⼆種免許の取得・更新はできない』を考慮して、条件を満たさなければ「異
常」とせざるを得ません。なお、眼鏡を忘れたなど、様々なシチュエーションが考えられま
すが、視⼒に疑義が⽣じた場合には、医師の裁量の範囲内で、異常もしくは異常の疑いと判
断せざるを得ないとお考えいただき、フォーマットにコメントを書きこんでいただければ
と存じます。 
② トラックの運転者 
全⽇本トラック協会の発出物にもありますように、4 種類の免許のいずれかで運転者となり
得ます（⼤型免許・中型免許・準中型免許・普通免許）。⼤型、中型、準中型免許の視⼒に



ついては、『左右それぞれの視⼒が 0.5 以上で、両眼の視⼒が 0.8 以上あること。(眼鏡等に
よる矯正でも可)(注意)左または右のいずれかの視⼒が 0.5 以下の場合は、⼤型、中型、準
中型免許の取得及び更新はできない。』を考慮して、ニ種免許と同様の評価・コメント等を
要するとなるでしょう。 
⼀⽅、普通免許取得者については、『左右それぞれの視⼒が 0.3 以上で、両眼の視⼒が 0.7 以
上あること。⽚⽅の視⼒が 0.3 に達しない場合は、よく⾒える⽅の視⼒が 0.7 以上かつ視野
が 150 度以上あること。(いずれの場合でも眼鏡等による矯正視⼒でも可)』という条件に準
じます。それに満たなければ異常と判断せざるを得ないと考えます。 
従って、医師もしくは視⼒を測る者が、受診者が「どの免許を持っているか」を問診にて確
認しておく必要があるでしょう。 
なお、裸眼視⼒や眼鏡、CL 上でも視⼒が 1.0 未満の場合には、他の所⾒と総合的に勘案し、
医師の裁量の範囲内で、異常の疑いとしてコメントすることを妨げません。 
 
⼤阪府警察 免許の種類と視⼒等の基準 
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/untenmenkyo/5952.html 
全⽇本トラック協会 「準中型免許」新設に係る道交法改正 
https://jta.or.jp/member/jun_chugata_q_and_a.html 
 
【【フォーマット、検診の実際】】 
Q ウ-1 眼科医が記⼊する⽤紙はどこかでダウンロードできますか？⼊⼿⽅法は？ 
 
A ウ-1 記⼊する⽤紙（＝フォーマット）は検診者本⼈が持参します。特に眼科側でご⽤意
いただく必要はありません。 
 
Q ウ-2 ⼀律料⾦なのでシステムで⼊⼒できません。領収証だけで良いのでしょうか。 
 
A ウ-２ 領収証のみで OK。眼科検診代として、と記⼊いただければよい。 
 
Q ウ-3 領収証の宛名は個⼈名でしょうか、事業者名でしょうか 
 
A ウ-３ 国⼟交通省からの指定はなく、どちらでも問題はありません。事業者が指定した
場合は、それに従って記⼊をお願いします。 
 
Q ウ-４ 受診者へ渡すのは、聴取フォーマットと領収証で良いのでしょうか。 
 
A ウ-4 お察しの通りです。 



 
Q ウ-５ 検査料は税込み 6050 円となっていますが、これは⾃由診療の料⾦設定に⼲渉し
ていませんか？公正取引に抵触するのでは？ 
 
A ウ-５ 本モデル事業は、競争⼊札になる案件ではなく、国⼟交通省が、眼科医会に特別
にオファーした案件であり、他の団体は想定されていません。よって、公正取引法の適⽤に
はならないと考えられます。国の依頼により、⽇本眼科医会（会員）が、運輸業に係る従業
員の検診を請負うという形式は明らかです。 
価格は、診療報酬点数を参照して設定されているので妥当と考えられ、今後同様の依頼があ
ったときの基準になるでしょう。 
⼀⽅で、「眼科医療機関」間の競争の阻害、すなわち「当院のほうがほかの眼科よりも安く
検診しますので、うちで検診を受けてください」の競争原理を阻害する考え⽅もあります。
6050 円の設定は、先にも述べたように診療報酬点数から妥当性があり、国⼟交通省に通知
し了承済みです。⼀⽅で、6050 円を下回る料⾦設定をする施設もあるでしょう。またそれ
を妨げることはできません。今後の公的な眼科検診推進への活動に向けて、ご理解いただけ
ればと存じます。 
 
Q ウ-６ この検診は、受診者負担ですか？（事業者負担ではないのですか） 
 
A ウ-６ 受診者負担になります。ただし、事業者が⼀部補助するのか、全額補助するのか
は、事業者と受診者の契約によります。すでに国⼟交通省による事業者ならびに運転者の選
定は進んでおり、参加する企業が「保険診療外」「検診料が⾼い」？で、参加を取りやめる
ことはないと考えられます。なお、10 ⽉ 11 ⽇頃から、受診が始まっています。 
 
Q ウ-7 この検診を⾏った場合、同⽇に保険診療は可能ですか。（眼科以外も含め） 
 
A ウ-7 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000610155.pdf 
ここの 『２ 療養の給付と直接関係ないサービス等の、(４) 医療⾏為ではあるが治療中の
疾病⼜は負傷に対するものではないものに係る費⽤のエ 治療中の疾病⼜は負傷に対する
医療⾏為とは別に実施する検診（治療の実施上必要と判断し検査等を⾏う場合を除く。）』 
は同⽇に算定ができる、に該当します。 
検診から引き続き同⽇に⼀般診療に移っても問題はありませんが、その際、検診で⾏った検
査等は保険請求できません。「初診料は検診にて算定済み」とコメントを⼊れ、（今回の場合
は）「基本診察料」「矯正視⼒検査」「眼底検査」「眼圧検査」は保険診療には算定できません。 
緑内障の疑いがあり、そのまま「OCT」や「視野検査」を試⾏すれば、それらは算定できま
す。⽇を改めて後⽇検査する場合は、初診ではなく、「初診料は検診にて算定済み」として



「再診料」を算定します。検査料はすべて算定できます。 
ただし今回の事業は、⼀次検診を眼科医療機関で実施することに、眼科医が慣れていないこ
とから混乱の要因になる可能性があります。検査で、疾患が⾒つかり、治療が必要であって
も、「緊急でない限り追加の検査や治療は別の⽇に実施するほうがよい」などと説明すると
良いと思われます。 
⼀般論として、検診のつもりで受診した⼈に、検診後ただちに保険診療を適⽤することは、
「そんなつもりで来ていない」など、受診者とのトラブルになりやすいため、ご留意くださ
い。 
 
Q ウ-８ 病院の規定上、原則予約患者のみの受診とする施設等である場合、初診料算定は
可能でしょうか  
 
A ウ-８ 本モデル事業では、⼀次検診（⾃費）にての請求⾦額を 6050 円(税込み）として
おります。⼀次検診をこのように保険診療外とした場合、これらは病院等が⾏う⼈間ドック
等と同じく、初診料はその料⾦に含まれていることもあり、注意が必要です。ただし、初診
料算定をするか否かは、本会が判断する⽴場にはありません。 
 
Q ウ-９ ⼤学病院など特定機能病院に該当する⽅が来院された場合の対処は？ 
 
A ウ-９ 原則、予約患者のみを受け⼊れることができる⼤学病院など特定機能病院には、
フォーマットのみを持たれた⽅がいらっしゃることはないと思われます。その⼀⽅で、ご対
応いただくことができない場合でも、今回の要件で来院されるケースがあることを事前に
関係部⾨にご周知いただくことは、現場の医師、メディカルスタッフの混乱回避に繋がると
考えます。さらに⽇本眼科医会、各都道府県眼科医会の活動を勤務医の先⽣⽅に知っていた
だく機会にもなるでしょう。是⾮、⼤学医局と、その関連病院内にてご周知を、また⼀般病
院眼科、眼科病院内で情報共有いただければ幸いです。（原案協⼒：⼤阪府眼科医会公衆衛
⽣担当理事） 
 
Ｑウ-10 フォーマットのコピーは保管しておいた⽅が良いでしょうか。 
 
Ａウ-10 はい、少なくとも 5 年間は医師法、個⼈情報保護法に則って⼤切にカルテと共に
保管をお願いいたします。 


